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○
総
務
省
令
第
六
十
四
号 

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
四
条
の
九
、
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
及
び
第

百
七
十
八
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
調
停
、
審
査
及
び
処
理
方
策
の
提
示
の
手
続
に
関
す
る

省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正 

自
治
紛
争
処
理
委
員
の
調
停
、
審
査
及
び
処
理
方
策
の
提
示
の
手
続
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令 

（
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
調
停
、
審
査
及
び
処
理
方
策
の
提
示
の
手
続
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

自
治
紛
争
処
理
委
員
の
調
停
、
審
査
及
び
処
理
方
策
の
提
示
の
手
続
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
総
務

省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い

う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
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る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

 

 
 

 

目
次

目
次

 

［
第
一
章
～
第
五
章　

略
］

［
第
一
章
～
第
五
章　

略
］

  

附
則

第
六
章　

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
提
出
等
の
手
続
等
（
第
五
十
条
―

 

第
五
十
二
条
）

 

附
則

  

 
 

 

（
調
停
の
期
日
及
び
場
所
）

（
調
停
の
期
日
及
び
場
所
）

 
 

 

第
六
条　

［
略
］

第
六
条　

［
同
上
］

 
 

 

［
２　

略
］

［
２　

同
上
］

 

３　

代
表
自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
調
停
の
場
所
と
は
別
の
場
所
に
い
る
自
治

［
新
設
］ 

 

紛
争
処
理
委
員
を
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が

 

 

で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
調
停
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

４　

自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
調
停
の
場
所
と
は
別
の
場
所
に
い
る
当
事
者
又

［
新
設
］ 

 

は
関
係
人
を
前
項
の
方
法
に
よ
っ
て
、
調
停
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 

 

（
参
考
人
の
陳
述
等
）

（
参
考
人
の
陳
述
等
）

 
 

 

第
十
条　

［
略
］

第
十
条　

［
同
上
］

 

２　

自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
調
停
の
場
所
と
は
別
の
場
所
に
い
る
参
考
人
又

［
新
設
］ 

 

は
鑑
定
人
を
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き

 

る
方
法
に
よ
っ
て
、
調
停
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
合
議
）

（
合
議
）

 
 

第
十
三
条　

［
略
］

第
十
三
条　

［
同
上
］

一　

第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
当
事
者
又
は
関
係
人
を
出
席
さ
せ
る
決
定 

［
新
設
］ 

二　

［
略
］ 
一　

［
同
上
］ 

三　

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
に
よ
る
陳
述
若
し
く
は
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
の
依
頼
の
決
定
又
は

二　

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
に
よ
る
陳
述
又
は
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
の
依
頼
の
決
定

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
参
考
人
若
し
く
は
鑑
定
人
を
出
席
さ
せ
る
決
定

 
 

（
答
弁
書
の
提
出
）

（
答
弁
書
の
提
出
）

第
十
六
条　

代
表
自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
法
第
二
百
五
十
一
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
都

第
十
六
条　

代
表
自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
法
第
二
百
五
十
一
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
都

道
府
県
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
に
係
る
事
件
が
審
査
に
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
相
手
方
で
あ
る
都
道
府

道
府
県
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
に
係
る
事
件
が
審
査
に
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
審
査
申
出
書
の
写
し
を

県
の
行
政
庁
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
答
弁
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

相
手
方
で
あ
る
都
道
府
県
の
行
政
庁
に
送
付
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
答
弁
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

 
 

き
る
。
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［
削
る
］ 

２　

答
弁
書
は
、
正
副
二
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
削
る
］

３　

代
表
自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
相
手
方
で
あ
る
都
道
府
県
の
行
政
庁
か
ら
答
弁
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
は

、
そ
の
副
本
を
当
該
審
査
の
申
出
を
行
っ
た
市
町
村
長
そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機
関
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 
 

（
反
論
書
の
提
出
）

（
反
論
書
の
提
出
）

第
十
七
条　

審
査
の
申
出
を
行
っ
た
市
町
村
長
そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機
関
は
、
答
弁
書
に
対
す
る
反
論
書
を

第
十
七
条　

審
査
の
申
出
を
行
っ
た
市
町
村
長
そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機
関
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
代
表
自
治
紛
争
処
理
委
員
が
、
反
論
書
を
提
出
す
べ
き
相

答
弁
書
の
副
本
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
す
る
反
論
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

当
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
内
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
お
い
て
、
代
表
自
治
紛
争
処
理
委
員
が
、
反
論
書
を
提
出
す
べ
き
相
当
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期

間
内
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
審
査
の
期
日
及
び
場
所
）

（
審
査
の
期
日
及
び
場
所
）

 
 

第
十
八
条　

［
略
］

第
十
八
条　

［
同
上
］

 
 

［
２
～
４　

略
］

［
２
～
４　

同
上
］

５　

代
表
自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
査
の
場
所
と
は
別
の
場
所
に
い
る
自
治

［
新
設
］ 

紛
争
処
理
委
員
を
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が

 

で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
審
査
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

６　

自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
査
の
場
所
と
は
別
の
場
所
に
い
る
当
事
者
を

［
新
設
］

前
項
の
方
法
に
よ
っ
て
、
審
査
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
関
係
行
政
機
関
の
参
加
）

（
関
係
行
政
機
関
の
参
加
）

 
 

第
十
九
条　

［
略
］

第
十
九
条　

［
同
上
］

 
 

［
２
・
３　

略
］

［
２
・
３　

同
上
］

４　

前
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
参
加
行
政
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４　

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
参
加
行
政
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
 

（
当
事
者
等
が
作
成
し
た
書
面
の
送
付
）

（
当
事
者
等
が
作
成
し
た
書
面
の
送
付
）

第
二
十
一
条　

当
事
者
等
は
、
自
治
紛
争
処
理
委
員
に
提
出
し
た
全
て
の
書
面
又
は
証
拠
書
類
（
以
下
「
提
出
書

第
二
十
一
条　

当
事
者
等
は
、
自
治
紛
争
処
理
委
員
に
提
出
し
た
す
べ
て
の
書
面
を
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
他
の
当

面
等
」
と
い
う
。
）
の
写
し
を
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
他
の
当
事
者
等
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

事
者
等
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
書
面
等
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
当
事
者
等
は
、
当
該
提
出
書
面
等
の
写
し
を
受

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
当
事
者
等
は
、
当
該
書
面
を
受
領
し
た
旨
を
記
載
し
た
書
面
を

 
 

領
し
た
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
自
治
紛
争
処
理
委
員
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
治
紛
争
処
理
委
員
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
二
百
五
十
一
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出

［
新
設
］

し
た
審
査
申
出
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
 

（
呼
出
状
）

（
呼
出
状
）

 
 

第
三
十
一
条　

［
略
］

第
三
十
一
条　

［
同
上
］

 
 

［
一
～
四　

略
］

［
一
～
四　

同
上
］

２　

自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
査
の
場
所
と
は
別
の
場
所
に
い
る
参
考
人
又

［
新
設
］

は
鑑
定
人
を
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
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る
方
法
に
よ
っ
て
、
審
査
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
（
検
証
の
申
立
て
）

（
検
証
の
申
立
て
）

 
 

第
三
十
五
条　

［
略
］

第
三
十
五
条　

［
同
上
］

 
 

［
２　

略
］

［
２　

同
上
］

３　

自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
当
事
者
等
に
異
議
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
映

［
新
設
］ 

像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
検
証
の
目
的
の
状
態
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
検
証
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
合
議
）

（
合
議
）

 
 

第
四
十
一
条　

［
略
］

第
四
十
一
条　

［
同
上
］

 
 

［
一　

略
］

［
一　

同
上
］

二　

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
事
者
に
出
席
を
求
め
る
決
定
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
方
法
に

二　

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
事
者
に
出
席
を
求
め
る
決
定
（
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
準

よ
っ
て
当
事
者
を
出
席
さ
せ
る
決
定
（
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
し
て
行
う
決
定
を
含
む
。
） 

用
し
て
行
う
決
定
を
含
む
。
） 

 
 

［
三
・
四　

略
］

［
三
・
四　

同
上
］

五　

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
若
し
く
は
鑑
定
人
に
出
席
を
求
め
る
決
定
又
は
同
条
第
二
項

五　

第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
又
は
鑑
定
人
に
出
席
を
求
め
る
決
定
（
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
参
考
人
若
し
く
は
鑑
定
人
を
出
席
さ
せ
る
決
定
（
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

準
用
し
て
行
う
決
定
を
含
む
。
） 

 
 

準
用
し
て
行
う
決
定
を
含
む
。
）

 
 

［
六　

略
］

［
六　

同
上
］

七　

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
証
に
つ
い
て
当
事
者
等
の
立
ち
会
い
を
認
め
る
決
定
又
は
同
条
第

七　

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
証
に
つ
い
て
当
事
者
等
の
立
ち
会
い
を
認
め
る
決
定 

三
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
検
証
を
行
う
決
定 

 

［
八
・
九　

略
］

［
八
・
九　

同
上
］

 
 

（
処
理
方
策
を
定
め
る
た
め
の
審
議
の
期
日
及
び
場
所
）

（
処
理
方
策
を
定
め
る
た
め
の
審
議
の
期
日
及
び
場
所
）

 
 

第
四
十
三
条　

［
略
］

第
四
十
三
条　

［
同
上
］

 
 

［
２　

略
］

［
２　

同
上
］

３　

代
表
自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
処
理
方
策
を
定
め
る
た
め
の
審
議
の
場
所

［
新
設
］ 

と
は
別
の
場
所
に
い
る
自
治
紛
争
処
理
委
員
を
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し

 

な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
審
議
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

４　

自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
処
理
方
策
を
定
め
る
た
め
の
審
議
の
場
所
と
は

［
新
設
］ 

別
の
場
所
に
い
る
当
事
者
又
は
関
係
人
を
前
項
の
方
法
に
よ
っ
て
、
審
議
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
参
考
人
の
陳
述
等
）

（
参
考
人
の
陳
述
等
）

 
 

第
四
十
七
条　

［
略
］

第
四
十
七
条　

［
同
上
］

２　

自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
処
理
方
策
を
定
め
る
た
め
の
審
議
の
場
所
と
は

［
新
設
］

別
の
場
所
に
い
る
参
考
人
又
は
鑑
定
人
を
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が

ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
審
議
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
合
議
）

（
合
議
）

 
 

第
四
十
九
条　

［
略
］

第
四
十
九
条　

［
同
上
］

一　

第
四
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
当
事
者
又
は
関
係
人
を
出
席
さ
せ
る
決
定 

［
新
設
］ 

二　

［
略
］ 

一　

［
同
上
］ 

三　

第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
に
よ
る
陳
述
若
し
く
は
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
の
依
頼
の
決
定

二　

第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
に
よ
る
陳
述
又
は
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
の
依
頼
の
決
定

又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
参
考
人
若
し
く
は
鑑
定
人
を
出
席
さ
せ
る
決
定

［
削
る
］

第
六
章　

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
提
出
等
の
手
続
等

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
提
出
等
の
手
続
の
方
式
等
）

第
五
十
条　

こ
の
省
令
に
規
定
す
る
提
出
、
送
付
、
申
立
て
及
び
届
出
の
手
続
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
「
提
出
等
の
手
続
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
書
面
等
（
第
七
条
に
規
定
す
る
書
面
、
第
十
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
答
弁
書
、
第
十
七
条
に
規
定
す
る
反
論
書
、
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
知
書
、
第
十
九
条
第
一

項
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
書
面
、
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
文
書
並
び

に
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
書
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

、
こ
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う

 

。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
等
の
手
続
を
行
う
者
は
、
当
該
提
出
等
の
手
続

を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
そ
の
手
続
を
行
う
者
の
使
用
に
係

 

る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
等
の
手
続
を
行
う
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に

つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を

い
う
。
）
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
電
子
証
明
書
（

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
）
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
提
出
等
の
手
続
の
効
果
等
）

第
五
十
一
条　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
提
出
等
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た

 
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
答
弁
書
の
提
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は

 

、
答
弁
書
の
正
副
二
通
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
提
出
等
の
手
続
は
、
そ
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
相
手
方
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

 

（
審
査
の
申
出
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
特
例
）

第
五
十
二
条　

法
第
二
百
五
十
一
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
関
与
に
関
す
る
審

査
の
申
出
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
審
査
申
出
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
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れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
相
手
方
で
あ
る
都
道
府
県
の
行
政
庁
に

送
信
す
る
こ
と
を
も
っ
て
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
申
出
書
の
写
し
の
送
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

 

る
。

２　

第
五
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
一
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
勧
告
の
手
続
に
関
す
る
省
令
の

 
一
部
改
正
）

第
二
条　

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
一
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
勧
告
の
手
続
に
関
す
る
省

 

令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改　

正　

後

改　

正　

前

 
 

（
会
議
の
招
集
）

（
会
議
の
招
集
）

 
 

第
六
条　

［
略
］

第
六
条　

［
同
上
］

 
 

［
２
・
３　

略
］

［
２
・
３　

同
上
］

４　

代
表
指
定
都
市
都
道
府
県
勧
告
調
整
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
議
の
場
所
と
は
別
の
場

［
新
設
］ 

所
に
い
る
指
定
都
市
都
道
府
県
勧
告
調
整
委
員
を
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識

 

し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
会
議
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

５　

指
定
都
市
都
道
府
県
勧
告
調
整
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
議
の
場
所
と
は
別
の
場
所
に

［
新
設
］

い
る
指
定
都
市
の
市
長
若
し
く
は
包
括
都
道
府
県
の
知
事
又
は
関
係
人
を
前
項
の
方
法
に
よ
っ
て
、
会
議
に
出

席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
参
考
人
の
陳
述
等
）

（
参
考
人
の
陳
述
等
）

 
 

第
九
条　

［
略
］

第
九
条　

［
同
上
］

２　

指
定
都
市
都
道
府
県
勧
告
調
整
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
議
の
場
所
と
は
別
の
場
所
に

［
新
設
］

い
る
参
考
人
又
は
鑑
定
人
を
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
会
議
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
指
定
都
市
都
道
府
県
勧
告
調
整
委
員
の
合
議
）

（
指
定
都
市
都
道
府
県
勧
告
調
整
委
員
の
合
議
）

 
 

第
十
一
条　

［
略
］

第
十
一
条　

［
同
上
］

一　

第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
指
定
都
市
の
市
長
若
し
く
は
包
括
都
道
府
県
の
知
事
又
は
関

［
新
設
］ 

係
人
を
会
議
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
の
決
定 

 

二　

［
略
］ 

一　

［
略
］ 

三　

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
に
よ
る
陳
述
若
し
く
は
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
の
依
頼
の
決
定
又
は

二　

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
に
よ
る
陳
述
又
は
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
の
依
頼
の
決
定

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
会
議
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
の
決
定

 
 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
届
出
の
方
式
等
）

［
削
る
］

第
十
三
条　

前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
以
下
単
に
「
届
出
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し

 

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
届
出
を
行
う
者
は
、
当
該
届
出
を
書
面
に
よ
り
行
う

と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
そ
の
届
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入

 

力
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
届
出
を
行
う
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て
の

情
報
に
電
子
署
名
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
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を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
電
子
証
明
書
（
同
条
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
）
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
届
出
の
効
果
等
）

［
削
る
］

第
十
四
条　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
届
出
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し

 

て
、
こ
の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
届
出
は
、
そ
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
相
手
方
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
審
理
等
の
手
続
に
関
す
る
省

令
の
一
部
改
正
） 

第
三
条　

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
審
理
等
の
手
続
に
関
す

る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改　

正　

後

改　

正　

前

 
 

（
審
理
の
期
日
及
び
場
所
）

（
審
理
の
期
日
及
び
場
所
）

 
 

第
五
条　

［
略
］

第
五
条　

［
同
上
］

 
 

［
２
～
４　

略
］

［
２
～
４　

同
上
］

５　

代
表
自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
理
の
場
所
と
は
別
の
場
所
に
い
る
自
治

［
新
設
］ 

紛
争
処
理
委
員
を
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が

 

で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
審
理
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

６　

自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
理
の
場
所
と
は
別
の
場
所
に
い
る
当
事
者
を

［
新
設
］

前
項
の
方
法
に
よ
っ
て
、
審
理
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
利
害
関
係
人
の
参
加
）

（
利
害
関
係
人
の
参
加
）

 
 

第
六
条　

［
略
］

第
六
条　

［
同
上
］

 
 

［
２
・
３　

略
］

［
２
・
３　

同
上
］

４　

前
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
参
加
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４　

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
参
加
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
 

（
呼
出
状
）

（
呼
出
状
）

 
 

第
十
八
条　

［
略
］

第
十
八
条　

［
同
上
］

 
 

［
一
～
四　

略
］

［
一
～
四　

同
上
］

２　

自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
理
の
場
所
と
は
別
の
場
所
に
い
る
参
考
人
又

［
新
設
］

は
鑑
定
人
を
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
方
法
に
よ
っ
て
、
審
理
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
検
証
の
申
立
て
）

（
検
証
の
申
立
て
）

 
 

第
二
十
条　

［
略
］

第
二
十
条　

［
同
上
］

 
 

［
２　

略
］

［
２　

同
上
］

３　

自
治
紛
争
処
理
委
員
は
、
当
事
者
等
に
異
議
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
映

［
新
設
］

像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
検
証
の
目
的
の
状
態
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
検
証
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
合
議
）

（
合
議
）

 
 

第
二
十
二
条　

［
略
］

第
二
十
二
条　

［
同
上
］

一　

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
事
者
に
出
席
を
求
め
る
決
定
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

一　

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
事
者
に
出
席
を
求
め
る
決
定
（
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
し

っ
て
当
事
者
を
出
席
さ
せ
る
決
定
（
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
し
て
行
う
決
定
を
含
む
。
） 

て
行
う
決
定
を
含
む
。
） 

 
 

［
二
・
三　

略
］

［
二
・
三　

同
上
］

四　

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
若
し
く
は
鑑
定
人
に
出
席
を
求
め
る
決
定
又
は
同
条
第
二
項
に

四　

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
又
は
鑑
定
人
に
出
席
を
求
め
る
決
定 

規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
参
考
人
若
し
く
は
鑑
定
人
を
出
席
さ
せ
る
決
定 
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［
五　

略
］

［
五　

同
上
］

六　

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
証
に
つ
い
て
審
理
関
係
人
の
立
会
い
を
認
め
る
決
定
又
は
同
条
第
三

六　

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
証
に
つ
い
て
審
理
関
係
人
の
立
会
い
を
認
め
る
決
定

項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
検
証
を
す
る
決
定

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則 

 
こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


